
(自然環境保全条例第24条第1項)

　静岡県自然環境保全条例に基づき一定面積以上の
　林地を開発する場合、自然環境の保全　(希少種の
　保全)　を内容とする協定の締結が必要となります。

林地開発計画にかかる

林地開発計画

協定締結面積は5haとする。ただし、知事が特に必要がある
と認めるときは1haとする。

開発面積5ha以上

全ての種調査対象

調査、保全対策、協定が必要

希少野生生物調査

開発面積5ha未満

県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ掲載種のみ調査対象
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※調査とは希少種の現地調査のことです。

環境省又は県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸで絶滅危惧
Ⅱ類以上である希少種が確認されない場
合、又はモニタリングが必要と判断されな
い場合

調査は必要で、保全対策、協定は必要なし

存在していないことが判明した場合

掲載種の不存在が明らかと判断できる場
合

調査、保全対策が必要で協定は必要なし

掲載種の不存在が明確でない場合

県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ記載種が存在していない
ことが分かる資料の提示を求める

存在していることが判明した場合

環境省又は県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸで絶滅危惧Ⅱ
類以上である希少種が確認された場合、
又はモニタリングが必要と判断される場合

調査、保全対策、協定が必要

調査、保全対策、協定は必要なし



希少種の調査を行っています。
　調査項目として以下の7項目があり、それぞれについて希少種の有無等を調査します。
　①植物、②哺乳類、③鳥類、④両生類・爬虫類、⑤昆虫類、⑥魚類、⑦陸生貝類

調査確認種の写真例

植物 哺乳類

鳥類 両生類

爬虫類 昆虫類

魚類 陸生貝類


